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令和６年第４回白岡市議会定例会市長提出議案の概要 

 

議案第４８号 白岡市固定資産評価審査委員会委員の選任について  

白岡市固定資産評価審査委員会委員の澤村暁氏の任期が、令和６年９

月３０日で満了となることから、澤村暁氏を選任することについて同意

を得たいので、地方税法第４２３条第３項の規定により、本案を提出す

るものであります。  

 

議案第４９号 白岡市教育委員会委員の任命について  

白岡市教育委員会委員小野目如快氏の任期が、令和６年９月３０日で

満了となることから、小野目如快氏を任命することについて同意を得た

いので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第２項の規定

により、本案を提出するものであります。  

 

議案第５０号 白岡市個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例  

情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並

びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法

等の一部を改正する法律の施行等に伴い、本条例改正の必要を認め、本

案を提出するものであります。  

 

議案第５１号 白岡市税条例の一部を改正する条例  

地方税法等の一部を改正する法律等の公布に伴い、本条例改正の必要

を認め、本案を提出するものであります。  

 

議案第５２号 白岡市国民健康保険条例の一部を改正する条例  

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律等の一部を改正する法律により、令和６年１２月２日から被保険者

証が廃止されることに伴い、本条例改正の必要を認め、本案を提出する

ものであります。  
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議案第５３号 白岡市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営

に関する基準を定める条例の一部を改正する条例  

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育

て支援施設等の運営に関する基準の一部改正に伴い、本条例改正の必要

を認め、本案を提出するものであります。  

 

議案第５４号 白岡市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例  

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準及び家庭的保育事業等の設

備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、本条例改正の必要を認め、

本案を提出するものであります。  

 

議案第５５号 白岡市手数料条例の一部を改正する条例  

建築基準法の一部改正に伴い、本条例改正の必要を認め、本案を提出

するものであります。  

 

議案第５６号 埼玉県後期高齢者医療広域連合規約の変更について  

高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正に伴い、埼玉県後期高齢

者医療広域連合規約を変更することについて協議したいので、地方自治

法第２９１条の１１の規定により、本案を提出するものであります。  

 

議案第５７号 専決処分の承認を求めることについて  

定額減税補足給付金支給事業について、対象者が確定したことから、

早期に支給を実施するため、また、市税に係る償還金について、早期に

支払いを行うため、緊急に補正予算を編成する必要が生じ、令和６年７

月３１日に令和６年度白岡市一般会計補正予算（第３号）を専決処分し

たので、その承認を求めるものであります。  
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議案第５８号 菁莪学校橋架替工事（第二期）請負契約の変更契約の締結

について  

菁莪学校橋架替工事（第二期）の請負契約の変更契約を締結したいの

で、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第

２条の規定により、本案を提出するものであります。  

 

議案第５９号 白岡宮代線整備工事（橋桁製作・架設工）請負契約の変更

契約の締結について  

白岡宮代線整備工事（橋桁製作・架設工）の請負契約の変更契約を締

結したいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関

する条例第２条の規定により、本案を提出するものであります。  

 

議案第６０号 令和６年度白岡市一般会計補正予算（第４号）  

今回の補正予算は、歳入歳出それぞれ５億５，６８３万２千円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１９１億７，９５８万４千

円とするものであります。  

まず、歳出でありますが、総務費につきましては、現庁舎等維持管理

事業において、本庁舎電話設備に係る通話録音装置及び音声応答装置の

設置に要する費用を追加するほか、今後の財政需要に備え、財政調整基

金の積立金を増額するものであります。  

民生費につきましては、ＡＩを活用し速やかに保育所の入所審査を実

施するため、公立保育所ＩＣＴ導入事業を追加するほか、対象施設の入

所児童が増加したことに伴い、地域型保育事業を増額するものでありま

す。また、学童保育所運営事業などにおいて、令和５年度に実施した国

庫補助事業等の精算に伴う返還金を計上するものであります。  

衛生費につきましては、新型コロナウイルス感染症予防接種事業にお

いて、過年度の事業実績に基づき、国庫補助金及び国庫負担金の返還に

要する経費を追加するものであります。  

農林水産業費につきましては、道水路維持管理事業において、農業用
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用排水路の浚渫に要する経費を増額するものであります。  

土木費につきましては、６１８９号線（小久喜）道路改築事業を追加

するほか、都市計画道路白岡宮代線の路床置換工事などを行うため、白

岡駅東部中央土地区画整理事業特別会計繰出事業を増額するものであり

ます。  

消防費につきましては、消防団運営事業において、消防団員の活動に

必要な被服の購入に要する費用を増額するものであります。  

教育費につきましては、小学校施設設備維持管理事業において、老朽

化した設備の修繕に要する費用を増額するほか、保守部品の供給期限が

迫っていることから、篠津中学校給食配膳室エレベーター更新事業を増

額するものであります。  

諸支出金につきましては、都市計画道路白岡駅西口線の用地買収を推

進するため、土地開発基金繰出事業を増額するものであります。  

次に、歳入でありますが、地方特例交付金及び普通交付税につきまし

ては、交付額の決定に伴い、増額するものであります。  

国庫支出金及び県支出金につきましては、歳出で計上した事業に活用

する負担金及び補助金を計上するほか、交付額の確定等に伴いまして補

正するものであります。  

繰入金及び繰越金につきましては、一般会計及び特別会計の決算確定

等に伴い、前年度繰越金及び特別会計繰入金を増額するとともに、財政

調整基金繰入金を減額するものであります。  

諸収入につきましては、前年度埼玉県後期高齢者医療広域連合療養給

付費負担金返還金などを追加するものであります。  

債務負担行為の補正につきましては、白岡市立学校適正規模・適正配

置等計画策定事業、第五次ＬＧＷＡＮ接続サービス利用料、篠津中学校

給食配膳室エレベーター更新工事及び白岡市通学バス運行事業を追加す

るものであります。  

最後に、地方債の補正でありますが、道水路維持管理事業の借入限度

額を増額するほか、臨時財政対策債の借入限度額を減額するものであり
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ます。  

 

議案第６１号  令和６年度白岡市国民健康保険特別会計補正予算（第２

号）  

今回の補正予算は､歳入歳出それぞれ３７０万７千円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４５億３ ,７０４万３千円とするも

のであります。  

歳出につきましては、国民健康保険事業費納付金及び保健事業費を増

額するものであります。  

歳入につきましては、繰入金を減額し、繰越金を増額するものであり

ます。  

 

議案第６２号 令和６年度白岡市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１

号）  

今回の補正予算は､歳入歳出それぞれ２０１万１千円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ９億３，３９６万２千円とするもの

であります。  

歳出につきましては、後期高齢者医療広域連合納付金及び諸支出金を

増額するものであります。  

歳入につきましては、繰越金を増額するものであります。  

 

議案第６３号 令和６年度白岡市介護保険特別会計補正予算（第１号）  

今回の補正予算は、歳入歳出それぞれ１億９，５０５万５千円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４３億１，１９４万１千円

とするものであります。  

歳出につきましては、保険給付費、基金積立金及び諸支出金を増額す

るものであります。  

歳入につきましては、国庫支出金、支払基金交付金及び繰越金を増額

し、繰入金を減額するものであります。  
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議案第６４号 令和６年度蓮田都市計画事業白岡駅東部中央土地区画整理

事業特別会計補正予算（第１号）  

今回の補正予算は、歳入歳出それぞれ４，２２６万円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３億３ ,７４５万１千円とするもの

であります。  

歳出につきましては、事業費を増額するものであります。  

歳入につきましては、繰入金及び繰越金を増額するものであります。  

 

議案第６５号から議案第７２号までの各議案につきましては、令和５年

度一般会計及び特別会計並びに公営企業会計の決算認定をお願いするもの

であります。これらの決算につきましては、既に監査委員の審査に付し、

意見書を添付いたしてございますので、よろしく御審議の上、御認定賜り

ますようお願い申し上げます。  

また、水道事業会計、公共下水道事業会計及び農業集落排水事業会計に

つきましては、令和５年度の剰余金の処分につきまして、併せてお願いす

るものであります。  


